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１．はじめに
　急速に進む高齢化の中、日本の介護人材確保は
危機的状況であると言っても過言ではない。新聞
やテレビなどで話題になっているとおり、施設
や在宅において要介護高齢者等の介護を担う介護
福祉士等は慢性的に不足しており、とりわけ新規
開設の施設においては、設置基準で規定されてい
る人数を確保することができず、全てのフロアを
オープンできない状況が少なからず見受けられ
る。しかも、要介護高齢者等の介護ニーズは増す
ばかりでなく、多様化・複雑化している。そのた
め、介護を担う人材確保では、量はもとより質の
確保が強く求められている。
　現在、日本における介護人材として、介護福祉
士をはじめ、介護職員初任者研修や実務者研修の
修了者などが挙げられる。これらの人材養成の在
り方の検討は、今後の日本における介護サービス
の量的・質的確保に大きく影響しかねないため、
重要かつ喫緊な課題といえる。
　ところで、日本と同様に介護人材の確保に苦
慮するドイツでは、近年、介護・看護人材養成
の在り方を抜本的に見直す取り組みがなされて
いる。その代表的なものとして、Altenpfleger、
Gesundheits-und Krankenpfleger、 Gesundheits-
und Kinderkrankenpfleger の３職種の統合教育な
どを試行する「モデル事業」（2004 年～ 2008

年）１）や、その成果を踏まえた、新たな介護・看
護人材養成（教育）に係る法的整備の検討２）が
挙げられる。すでに連邦政府（BMFSFJ）と各州
の担当者で構成される連邦州ワーキンググルー
プ（Bund-La・・nder-Arbeitsgruppe） に よ り、 新
たな法律の整備に向けた草案が示されており、
Altenpfleger、Gesundheits-und Krankenpfleger、 
Gesundheits-und Kinderkrankenpfleger を統合し
た、ジェネラリスト養成（教育）について提言さ
れている。
　このような流れに連動して、これらの補助職

（Helfer）である、Altenpflegehelfer や
Gesundheits-und Krankenpflegehelfer の養成（教
育）の再編も進められている。従来、ほとんど
の州では、Altenpflegehelfer や Gesundheits-und 
Krankenpflegehelfer を１年間で養成してきたが、
最近はこれらの養成制度を見直し、１年半または
２年間を要する新たな資格を創設するケース（例
えば、ハンブルク州、ニーダ－ザクセン州など）３）

４）が増えてきた。
　このようなドイツの動向は、日本の介護福祉士
はもとより、介護職員初任者研修や実務者研修な
どの介護人材養成の在り方を展望するうえで有益
であると思われるが、日本では筆者の研究報告３）

４）以外にほとんど先行研究がないため、その実
態が不透明であると言わざるを得ない。
　そこで本研究では、日本の介護人材養成制度の
うち、とりわけ介護職員初任者研修や実務者研修
の改善方策の検討に資するため、メクレンブルク・
フォアボンメルン州（Mecklenburg-Vorpommern）
における Kranken-und Altenpflegehelfer の養成
制度を概観し、日本との対比で特徴的な内容につ
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いて考察することを目的とした。

２．研究方法
Kranken-und Altenpflegehelfer の管轄省である、
労 働・ 平 等・ 社 会 省（Ministerium für Arbeit, 
Gleichstellung und Soziales）５） お よ び 養 成 校

（ecolea-Private Berufliche Schule）６） の ホ ー ム
ペ ー ジ、Kranken- und Altenpflegehelferin の 職
業に関する省令７）、その他文献・資料等により、
Kranken-und Altenpflegehelfer の養成制度につい
て整理した。特に、①養成期間・時間数、②養成
教育カリキュラム、③修了試験、④職務内容など
に注目し、日本の介護職員初任者研修および実務
者研修との対比で特徴的な内容を考察した。

３．倫理的配慮
　本研究では、行政機関および教育機関のホーム
ページおよび各種文献・資料などから情報を得た。
情報を引用する際は、その出典を明記した。

４．ドイツにおける介護・看護人材養成
　現在ドイツにおいて介護および看護業務を
担う人材としては、高齢者介護の中心的な担
い手である Altenpfleger（養成期間３年間：養
成時間数 4600 時間）、看護全般の担い手で
あ る Gesundheits-und Krankenpfleger（ 養 成
期間３年間：養成時間数 4600 時間）、そし
て小児看護の担い手である、Gesundheits-und 
Kinderkrankenpfleger（養成期間３年間：養成
時間数 4600 時間） が挙げられる。また、これ
らの補助職として、Altenpflegehelfer（養成期
間は通常１年間：養成時間数は州により異なる） 
、Gesundheits-und Krankenpflegehelfer （養成期
間は通常１年間：養成時間数は州により異なる）
が挙げられる。これらのうち、Altenpfleger 、
Gesundheits-und Krankenpfleger、Gesundheits-
und Kinderkrankenpfleger の３つの資格について
は、連邦法（Bundesgesetz）で規定される、いわ
ゆる（連邦）国家資格という位置づけである。こ
れらの補助職である、Altenpflegehelfer および 

Gesundheits-und Krankenpflegehelfer は、各州の
法律（Landesrecht）で養成教育などが規定される、
いわゆる州資格という位置づけである。

５．介護・看護人材養成をめぐる新たな展開
　モデル事業１）の成果を踏まえ、連邦政府の主
導のもと新たな人材養成の法整備に向けた検討が
進められている。例えば、2009 年には、連邦議
会選挙によって新連立政権（キリスト教民主・社
会同盟および自由民主党）が発足したが、今後の
介護政策として、高齢者介護に関わる人材養成を
抜本的に見直すため、新たな法整備と養成教育改
革を行うことが公約された。これを受けて、州大
臣会議において、新たな介護・看護人材養成制度
導入について基本的な合意がなされた。2010 年
３月には、連邦政府の要請により、連邦州ワーキ
ンググループが発足し、新たな法整備に向けた草
案づくりが始まった。そして、2012 年３月には、
連邦州ワーキンググループから新たな法整備の草
案が提出されたが、そこでは主に４つの柱が示さ
れた２）。
　第一に、Altenpfleger や Gesundheits-und 
Krakenpfleger などの養成を規定しているそれぞ
れの法律に代わる新たな法律を制定すること。
　第二に、Altenpfleger、Gesundheits-und
Krakenpfleger、ならびに Gesundheits-und 
Kinderkrakenpfleger の３職種を統合すること。
　第三に、これら 3 職種の職業教育および試験
規定を整備すること。
　そして第四に、高等教育機関（大学）における
職業教育および学術教育を推進することである。
　草案では、これらについて具体的な提案が示さ
れた２）。
　このような動きに合わせて、幾つかの州におい
ては、介護・看護分野の補助職養成の統合化が
進められている。例えば、本稿で取り上げるメ
クレンブルク・フォアボンメルン州 の Kranken-
und Altenpflegehelfer をはじめ、ハンブルク州の
Gesundheits- und Pflegeassistent 、ニーダーザク
セン州の Pflegeassistent  が挙げられる。
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６．メクレンブルク・フォアボン州 における
Kranken-und Altenpflegehelfer 養成の概要
　Kranken-und Altenpflegehelfer 養成の主な特徴
として、少なくとも次の４つが挙げられる。
　第一に、2004 年８月に創設された資格である
こと。
　第二に、Altenpflegehelfer と
 Krankenpflegehelfer を統合した資格であること。
　第三に、介護および看護分野に共通する基礎資
格であること。
　そして、第四に、基礎的な介護・看護業務を担
うことである。
　Kranken-und Altenpflegehelfer は、主として職
業専門学校で養成されている。入学条件は、職業
教育を受けるにあたり、健康上の問題がなく、基
幹学校を卒業した者またはそれと同等の教育を受
けた者、もしくは病院または介護施設において、
高齢者や患者等に対する介護・看護の補助業務に
２年間以上従事した経験を有する者である。
　 養 成 教 育 目 標 は、 専 門 職（Altenpfleger、

Gesundheits-und Krankenpfleger など）の指導の
もと、あらゆる年齢の患者や要介護者に対して世
話および支援を遂行できる能力を身に付けること
である 7）。
　その職務は、①専門的知識にもとづく、広範囲
に及ぶ基本ケア、②家政の支援、③健康・予防と
リハビリテーションへの協力、④患者データおよ
び資料の収集への協力、⑤重病人および死を迎え
た人のケアへの協力、⑥自立した生活の維持・促
進並びに社会参加の維持・促進、⑦家族および近
隣住民の相互扶助の提案・付き添いなどである 5）

～ 7）。
　養成期間は１年半で、養成教育は理論教育と
実務教育で構成され、理論教育は最低 800 時間、
実務教育は最低 1400 時間が必要とされる。ちな
みに、各教育時間の配分は、最初の１年間は理論
教育 760 時間および実務教育 700 時間で、残り
半年間は、理論教育 40 時間、実務教育 700 時間
に加え、修了試験が課せられる 7）。
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７．Kranken － und Altenpflegehelfer の
　　　　　　　　　　養成教育カリキュラム
　理論教育の科目は、「ケア行為への理論的基礎
の考慮」（180 時間）、「個人および状況に応じた
ケアへの協力」（260 時間）、「緊急時の対応、応
急処置」（20 時間）、「ケアにおけるコミュニケー
ション」（40 時間）、「健康増進・予防、リハビリ
テーション」（40 時間）、「生活様式に沿った患者
や高齢者の支援」（100 時間）、「ケア行為におけ
る制度的・法的枠組みの考慮」（40 時間）、「職業
的自己理解の深化」（40 時間）、自由選択科目（80

時間）である。また、実務教育は、病院（560 時間）、
高齢者介護施設（560時間）、通所介護（240時間）、
これらの配分（40 時間）などで実施される（表１）
6）7）。
　修了試験は、口述試験と実技試験が課せられ、
これらに合格した者には、Kranken-und 
Altenpflegehelfer の資格が付与される。ちなみに、
資格取得後は、Altenpfleger や Gesundheits-und 
Krankenpfleger などの養成課程に進むことがで
き、これらの養成期間（３年間）のうち通常１年
間は短縮される。

８．介護職員初任者研修および
　　　　　　　　　　　実務者研修との対比
　ところで、Kranken-und Altenpflegehelfer は、
日本の介護職員初任者研修または実務者研修に匹
敵する。主な内容を比較してみると、養成期間に
ついては、Kranken-und Altenpflegehelfer では１
年半であるのに対し、介護職員初任者研修では
８ヶ月以内、実務者研修では６ヶ月以内となっ
ている。また、理論教育については、Kranken －
und Altenpflegehelfer では 800 時間であるのに
対し、介護職員初任者研修では 130 時間、実務
者研修では 450 時間となっている。その他、修
了試験の方法、資格の位置づけなどにおいても差
が見られる（表２）。

９．おわりに
　ドイツでは、魅力のある介護・看護人材を養成
するため、積極的に改革がなされている。本稿で
取り上げた補助職も例外ではない。ドイツと日本
では教育制度が異なるため、ドイツの人材養成の
制度を日本にそのまま取り入れることは困難であ
るが、ドイツにおける介護および看護人材養成の
動向は、介護・看護ニーズに対して、効率的・効
果的に対応できる人材養成を検討するうえで貴重
な資料となると考える。
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